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理

由

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
を
促
進
す
る
た
め
、
食
品
廃
棄
物
等
を
多
量
に
発
生
さ
せ
る
食
品
関
連
事
業
者
に
食
品
廃
棄

物
等
の
発
生
量
等
に
関
し
定
期
の
報
告
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
再
生
利
用
事
業
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
食
品
循
環
資
源

の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者
に
つ
い
て
一
般
廃
棄
物
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
の
許
可
を
不
要
と
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


